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当組合の取扱い商品の誤認防止にかかる留意事項について 

 

当組合の取扱い商品の誤認防止にかかる留意事項について 

 

当組合で取扱う貯金について、以下の点にご留意いただきますようお願い申し上げます。 

 

１．貯金は、共済契約ではありません。 


